
 

■対象区域：市街化区域 

 

■立地適正化計画の内容（必須項目） 

・都市機能誘導区域：都市機能を維持・誘導し、集約する区域 

          居住誘導区域内の各拠点周辺に設定 

・都市機能誘導施設：商業、医療、福祉、子育て、教育・文化の各施設 

・居住誘導区域  ：人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティを持続的に確保する区域 

          市街化区域内で設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域設定等のイメージ 

 

■立地適正化計画の策定手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■策定のスケジュール（予定） 
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資料１ 

出典：国土交通省 立地適正化計画概要パンフレット 

平成 28 年度 

平成 29 年度 

平成 30 年度 

・都市構造上の課題の整理  

・立地の適正化に関する基本的な方針の検討  

・都市機能誘導区域の設定、施設の調整  

 

 

・都市機能誘導施設の設定・施策の検討 

・居住誘導区域・誘導施策等の検討  

・事業の評価方法検討・指標検討 

 

 

・市民意見の聴取 

・立地適正化計画の策定(居住誘導区域の設定) 

 

茨木市立地適正化計画 

 

各課計画 

都市計画審議会 常務委員会 
（市町村都市再生協議会（法 117 条）） 

市街化区域(立地適正化計画区域) 

・茨木市公共施設等マネジメント基本方針【策定】 

 

・茨木市待機児童解消保育所等整備計画【見直し】 

(茨木市次世代育成支援行動計画) 

・茨木市総合保険福祉計画(各分野別計画)【見直し】 
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